
阿賀町

子育て支援ガイドブック



分類 番号 項目 頁 担当課・問合先

1 母子健康手帳の交付 1 こども・健康推進課

2 伴走型相談支援 1 こども・健康推進課

3 出産応援ギフト 1 こども・健康推進課

4 妊婦一般健康診査費用助成 2 こども・健康推進課

5 妊婦歯科検診 2 こども・健康推進課

6 妊婦通信 2 こども・健康推進課

7 祖父母手帳の交付 2 こども・健康推進課

8 妊産婦医療費助成 3 こども・健康推進課

9 妊産婦健康診査交通費助成 3 こども・健康推進課

10 産前・産後ヘルパー派遣 4 こども・健康推進課

11 出生届 5 町民生活課

12 健康保険の加入 5 こども・健康推進課

13 出産育児一時金 5 こども・健康推進課

14 児童手当 6 こども・健康推進課

15 新生児聴覚検査費用助成 7 こども・健康推進課

16 産後１か月健診費用助成 7 こども・健康推進課

17 子ども医療費助成 7 こども・健康推進課

18 子育て応援ギフト 8 こども・健康推進課

19 乳幼児紙おむつ購入費助成 8 こども・健康推進課

20 チャイルドシート購入費助成 8 こども・健康推進課

21 産婦・新生児訪問 9 こども・健康推進課

22 産前・産後ヘルパー派遣 9 こども・健康推進課

23 産後ケア 9 こども・健康推進課

24 すこやか成長祝金 10 こども・健康推進課

25 小学校入学祝金 10 こども・健康推進課

26 中学校入学祝金 10 こども・健康推進課

27 乳幼児健診 11 こども・健康推進課

28 虫歯予防　フッ素塗布 11 こども・健康推進課

29 未熟児養育医療給付 12 こども・健康推進課

30 小児慢性特定疾患医療費給付 12 新潟県新潟地域振興局

31 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付 12 こども・健康推進課

定期接種 13 こども・健康推進課

任意接種 13 こども・健康推進課

妊娠から出産まで

担当課・問合先の所在地、電話番号は、裏表紙の一覧をご確認ください。

赤ちゃんが生まれたら

成長をお祝いします

成長を応援します

予防接種について 32

目 次

コラム(P2)

「妊娠おめでとうございま

す」

コラム(P4)

「ママと赤ちゃんに危険が

いっぱいのタバコ‼」

コラム(P6)

「家族みんなで子育てを楽

しみましょう！」



分類 番号 項目 頁 担当課・問合先

33 子育て支援センター 14 こども・健康推進課

34 一時保育 15 こども・健康推進課

35 わんぱくキッズサロン 15 阿賀町社会福祉協議会

36 公民館図書室 15 社会教育課

37 病後児保育室 16 こども・健康推進課

38～
41 子育て支援教室・各種講座 17 こども・健康推進課

42 放課後児童クラブ 18 社会教育課

保育園 43 ひまわり、上条、わかば保育園 19 こども・健康推進課

44 言葉の相談会 20 こども・健康推進課

45 こどもの発達・子育て相談会 20 こども・健康推進課

46 感覚統合相談会 21 こども・健康推進課

47 療育教室「にこにこ教室」 21 こども・健康推進課

48 就学時健康診断 22 学校教育課

49 入学通知 22 学校教育課

就学に関する相談 22 学校教育課

阿賀町の小・中学校 22 学校教育課

51 学校給食費の完全無償化 23 学校教育課

52 就学援助制度 23 学校教育課

53 特別支援教育就学奨励制度 23 学校教育課

54 県立特別支援学校通学バス 23 学校教育課

55 就学金貸付制度（高等学校・専修学校・大学等） 23 学校教育課

56 児童扶養手当 24 こども・健康推進課

57 ひとり親家庭等医療費助成 24 こども・健康推進課

58 母子父子寡婦福祉資金貸付金 24 新潟県新潟地域振興局

59 身体障害者手帳 25 福祉介護課

60 療育手帳 25 福祉介護課

61 精神障害者保健福祉手帳 25 福祉介護課

62 特別児童扶養手当 25 福祉介護課

63 障害児福祉手当 25 福祉介護課

64 重度心身障害者医療費助成 26 福祉介護課

65 自立支援医療(育成医療)給付 26 こども・健康推進課

66 自立支援医療(精神障害者通院医療)給付 26 こども・健康推進課

67 精神障害者の医療費助成 26 こども・健康推進課

68 日常生活用具の給付 26 福祉介護課

69 生活困窮者自立支援制度 27
新潟県
ﾊﾟｰｿﾅﾙ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ

70 生活福祉資金貸付事業 27 阿賀町社会福祉協議会

71 小口資金貸付事業 27 阿賀町社会福祉協議会

町内医療機関（小児科） 72 町内小児科医療機関、夜間・休日診療情報 27 こども・健康推進課

発達に関する相談会・
教室

各種子育て支援

学校生活を応援します

ひとり親家庭へのサ
ポート

障がいのあるお子さん
へのサポート

生活支援

50

教育
入学までのながれ

コラム(P15)

「ふれあって遊ぼう！」

コラム(P1８)

「ネット依存を防ごう！」

コラム(P22)

「子育て四訓」



1 母子健康手帳の交付 担当　こども・健康推進課

こども・健康推進課

月曜日～金曜日（祝日を除く）　午前８：３０～午後５：１５

・妊娠届出書（裏面のアンケートを記入してください。）

　　　　　　　・健康保険証

・印鑑

2 伴走型相談支援 担当　こども・健康推進課

面談時期 ①妊娠届出時 ②妊娠８か月頃（希望者のみ）

③産婦・新生児訪問時

3 出産応援ギフト 担当　こども・健康推進課

　相談支援とあわせて、経済的な支援を実施します。

給付対象 次の全てに該当する方

・申請時点で阿賀町に住所がある

・妊娠届出時に保健師等の面談をうけ、アンケートに回答

・対象となる妊娠について、他の市区町村から給付金の支給を受けていない

給付額 妊婦１人：50,000円

申請に必要なもの ・振込先口座のわかるもの

1

　医療機関で妊娠届出書をもらったら妊娠の届出をしてください。母子健康手帳を交付します。

届出窓口

交付時間

持ち物

　全ての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、経済的支援と
伴走型相談支援を一体とした出産・子育て応援事業を実施しています。

　保健師等が面談し、妊娠中や産後の支援や手続き等について、一緒に確認します。

妊娠から出産まで

安心して出産・子育てできるようサポートします



4 妊婦一般健康診査費用助成 担当　こども・健康推進課

　県外の医療機関を受診する場合はご相談ください。

5 妊婦歯科検診 担当　こども・健康推進課

　歯科検診を受けて、早産のリスクを高める歯周病を予防しましょう。

■町内で妊婦歯科検診が受けられる歯科医院・・・あらかじめ予約が必要です。

6 妊婦通信 担当　こども・健康推進課

　妊娠初期・中期・後期の３回に分けて、妊婦通信をご自宅にお届けします。

7 祖父母手帳の交付 担当　こども・健康推進課

★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。

一覧表以外の歯科医院で受診した場
合は、かかった費用を助成します。
１か月以内に申請してください。
　上限3,000円

■申請に必要なもの
　・妊婦歯科検診受診票
　・領収書

　すこやかな妊娠・出産のために、妊婦さんと赤ちゃんの健康状態を定期的に確認する健診を受
けましょう。県内医療機関で受診する健康診査の14回分に要する費用を助成します。

2

　子どもたちの健やかな成長を願い、お父さん・お母さんたちを温かくサポートしてくれる祖父
母の皆さんへ、手帳を交付します。

妊娠から出産まで

赤ちゃんのお世話の基礎知識などを掲載！

おじいちゃん、おばあちゃんたちの

’孫育て’を応援します！

医療機関名 電話

岡村歯科医院 0254-92-5225

小野里歯科医院 0254-92-0023

倉田歯科医院 0254-92-3039

鈴木歯科医院 0254-92-2226

阿賀町鹿瀬歯科診療所 0254-92-3377

三川インターデンタルクリニック 0254-99-1600

上川歯科診療所 0254-95-2946

おなかの中で新しい生命が成長しているのを実感されていることと思います。

お母さんが毎日食べているもの、飲んでいるもの、吸っている空気、それらす

べてが赤ちゃんに必要な栄養や酸素となって届き、赤ちゃんの体をつくってい

ます。

妊娠中は、からだにいろいろな変化が起きます。「ふだんより少し大事に」

「ふだんより少しゆっくり」を心がけながら、無理せずに毎日をすごしましょ

う。



8 妊産婦医療費助成 担当　こども・健康推進課

町に住所を有する妊産婦

助成内容 保険診療の自己負担分を全額助成（個人負担なし）

助成方法 医療機関で、いったん自己負担分を支払ってください。

その後、受診から１か月以内に役場窓口に助成申請をしてください。

口座振り込みで助成金をお支払いします。

申請窓口 役場本庁こども・健康推進課または各支所

申請に必要なもの

・阿賀町妊産婦医療費助成受給者証

・医療費の領収書（原本）

・健康保険証

・振込先口座のわかるもの

　※保険適用外の診療は助成対象外です。

　　（妊婦健診、診断書料、インフルエンザ予防接種費など）

9 妊産婦健康診査交通費助成 担当　こども・健康推進課

　妊産婦さんの経済的負担を軽減するため、健診のための通院交通費を助成します。

対象の健診 ・妊婦一般健康診査（上限１４回）

・産後１か月の産婦健康診査

助成内容 自宅（※）～医療機関の往復距離　×　１ｋｍ２０円

助成方法 役場で申請してください。

申請窓口 役場本庁こども・健康推進課または各支所

申請に必要なもの

・母子健康手帳 ・振込先口座のわかるもの

3

助成対象

　健康で元気に出産・育児ができるように、妊産婦さんが医療機関を受診した際の医療費を助成
します。

妊娠届を提出した月の翌月初日から、出産した月(流産及び死産含む)の翌月末日まで助成期間

※自宅または里帰り先の住居

妊娠から出産まで

妊産婦の

医療費

全額助成

往復分を助成



10 産前・産後ヘルパー派遣 担当　こども・健康推進課

対象者

主なサービスの内容

・家事援助（調理、洗濯、掃除、買い物など）

・赤ちゃんのお世話（沐浴、おむつ交換、授乳の補助など）

・きょうだいのお世話（保育園の送り出しのお手伝いなど）

・妊産婦さんへの援助（休憩中の赤ちゃんの見守りなど）

【派遣時間】 午前6：00～午後10：00

　 ３０分単位で１日４時間以内

（連続する場合は３時間以内）

合計２０時間まで

【訪問事業所】 ケアセンターどんぐり（東蒲原福祉会）

利用方法

① 申請書を役場こども・健康推進課へ提出

（派遣希望日の１０日前までに）

② 派遣決定（または却下）通知を送付します。

③ ヘルパーと、具体的なサービス内容や訪問日を確認。

④ 利用開始

利用料金 無料

★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。

4

　産前・産後の家事や育児の支援が必要なご家庭を、ヘルパーが訪問する子育て支援サービスで
す。利用料は無料です。

町に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けてから、産後１年以内の方

妊娠から出産まで

おまかせ

ください！

妊娠中にタバコを吸うと赤ちゃんに十分な

酸素や栄養が行き渡らず、流・早産や低出生

体重児のリスクが高くなります。

ママが吸わなくても、

周囲の人のタバコの煙

を吸わされるだけでも、

おなかの赤ちゃんに影

響があります。

妊娠がわかったら、

家族みんなで禁煙しま

しょう。

赤ちゃんの
脳への影響

血管収縮による
血液量の減少

低出生体重児
妊娠・出産異常

（早期破水、胎盤早期は
く離、早産など）

赤ちゃん・胎盤の
酸素不足

妊婦・周囲の人の喫煙

一酸化炭素 酸化性物質

ヘモグロビン
（酸素を運ぶ役
割をする）と結
びつく

ニコチン

神経毒性

注意欠陥多動性障害（ADHD）

乳幼児突然死症候群（SIDS）

血栓をつくる
血管収縮

胎盤の退行性変化、
胎盤機能の低下

血管壁の
障がい



11 出生届 担当　町民生活課

　生まれた日から１４日以内に提出してください。

届出期間 生まれた日から１４日以内

（１４日目が休日のときは、休日の明けた日まで）

届出窓口 役場本庁町民生活課または各支所

届け出に必要なもの

・医師、助産師が証明した届書 ・届出人（父または母）の印鑑

・母子健康手帳

12 健康保険の加入 担当　こども・健康推進課

加入に必要なもの ・母子健康手帳

13 出産育児一時金 担当　こども・健康推進課

★国民健康保険加入者の方

直接支払い制度を利用しなかった場合

直接支払い制度を利用して、差額支給がある方

手続き窓口 役場本庁こども・健康推進課または各支所

手続きに必要なもの

・健康保険証

・世帯主の口座番号がわかるもの

　（世帯主以外の口座を希望する場合は世帯主と口座名義人の認印が必要）

・医療機関からの領収、明細書及び代理契約に関する文書

5

　国民健康保険の方は、出生届出の際に、お子さんの加入手続きをしてください。勤務先の健康
保険または、共済組合などに加入している場合は勤務先での手続きをしてください。

　子どもが生まれたとき、５０万円が支給されます。
　出産費用の負担軽減のため、原則加入している医療保険から直接医療機関へ支払われます。妊
娠１２週（８５日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。

★国民健康保険以外の方
　職場の健康保険に加入している方、または本人として1年以上社会保険に加入していた人が
退職後6か月以内に出産したときは、それまで加入していた職場の健康保険から支給を受ける
ことができます。

赤ちゃんが生まれたら



14 児童手当 担当　こども・健康推進課

　児童を養育する父母等に支給されます。

支給対象 中学校卒業までの児童を養育している方

支給額

支給月 原則6月、10月、2月 （前月分までの手当を支給）

申請方法 お子さんが生まれたとき、他の市区町村から転入したときに、認定請求書を提出

してください。（公務員の方は勤務先に申請してください。）

出生・転入の翌日から１５日以内に申請してください。

申請窓口 役場本庁こども・健康推進課または各支所

申請に必要なもの

・申請者と配偶者のマイナンバー確認書類 ・窓口に来られる方の本人確認書類

・申請者名義の振込先口座のわかるもの

　※次のときはお手続きが必要です。

★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。

　

6

※所得が制限限度額以上、上限限度額
未満の場合、特例給付として、月額一
律5,000円を支給します。

　・住所、氏名が変わったとき　・児童を養育しなくなったなど対象がいなくなったとき
　・配偶者を有する、または有しなくなったとき　・父母指定者の指定を受けるとき

赤ちゃんが生まれたら

★パパにお願い★

☝がんばっているママに感謝の気持ちを伝えましょう

「がんばっているね」「いつもありがとう」ありがとう…言葉でしっかり伝えましょう。

☝ママに十分な静養を。家事や赤ちゃんのお世話を積極的に行いましょう

出産は体に大きな負担がかかります。ママの体を回復させるためにも、赤ちゃんのお

世話を積極的に行いましょう。

☝ママの気持ちを聴きましょう

今日の赤ちゃんの様子やたいへんだったことなど、ずっと赤ちゃんと向き合っているマ

マはパパに聴いてほしいことがたくさんあります。アドバイスしようと気負わず、話を聴

いて、気持ちを受け止めてあげてください。

3歳未満 　一律15,000円

3歳以上 　10,000円

　小学校修了前 　　（第3子以降は15,000円）

中学生 　一律10,000円

手当の額（児童1人当たりの月額）児童の年齢

15日以内に

お手続きを！

出産おめでとうございます。赤ちゃんと過ごす生活のスタートですね。

今は家族が協力して子育てする時代です。パパとママでたくさん話し合

いながら、協力して子育てを楽しんでください。



15 新生児聴覚検査費用助成 担当　こども・健康推進課

　赤ちゃんの入院中に実施される、聴覚検査の費用を助成します。　（上限５，０００円）

助成方法

役場本庁こども・健康推進課または各支所

申請に必要なもの ・母子健康手帳 ・振込先口座のわかるもの

・医療機関の領収書

16 産後１か月産婦健診費用助成 担当　こども・健康推進課

　産後１か月の産婦健康診査の費用を助成します。

助成方法

役場本庁こども・健康推進課または各支所

申請に必要なもの ・医療機関の領収書 ・振込先口座のわかるもの

17 子ども医療費助成 担当　こども・健康推進課

　子どもの医療費を全額助成します。

助成対象 町に住所がある18歳(18歳になって最初の3月31日)までの子ども

助成内容 全額助成（自己負担なし）※保険外診療は除く

申請窓口 役場本庁こども・健康推進課または各支所

申請に必要なもの ・健康保険証

次のときはお手続きが必要です。

申請窓口

申請窓口

いったん、医療機関で費用を支払った後で申請してください。口座振替で助成金をお
支払いします。

いったん、医療機関で費用を支払ってください。その後、受診から６か月以内に申請
してください。口座振替で助成金をお支払いします。

7

自己負担分を支払い、診療から6か月以内に、助成の申請をしてください。
口座振替で助成金をお支払いします。
【県外受診後の申請に必要なもの】
　・受給者証　　　　・医療機関の領収書　
　・健康保険証　　・振込先口座のわかるもの

県外受診

・健康保険証が変わったとき　・住所、氏名が変わったとき
・受給者証を紛失した

赤ちゃんが生まれたら

18歳まで

医療費全額助成※



18 子育て応援ギフト 担当　こども・健康推進課

給付対象 次の全てに該当する方

・申請時点で阿賀町に住所がある

給付額 新生児１人：50,000円

申請に必要なもの ・振込先口座のわかるもの

19 乳幼児紙おむつ購入費助成 担当　こども・健康推進課

助成対象 町に住所を有する乳児の保護者

助成内容 出生した月の翌月から1歳の誕生日を迎える月まで

※転入の場合、転入月から。転出の場合、転出の前月分まで。

1カ月あたり5,000円

助成方法 2カ月分ずつ、口座へ振り込みます。

申請窓口 役場本庁こども・健康推進課または各支所

申請に必要なもの ・母子健康手帳　　・振込先口座のわかるもの

20 チャイルドシート購入費助成 担当　こども・健康推進課

助成対象 町に住所がある乳幼児の保護者

助成額 購入価格の２分の１（１００円未満は切り捨て）

乳幼児１人につき、１回15,000円まで

申請窓口 役場本庁こども・健康推進課または各支所

申請に必要なもの ・領収書　　・品質保証書の写し　　

・振込先のわかるもの

8

　全ての妊婦・子育て世帯のみなさんが、安心して出産・子育てができるよう、伴走型相談支援
と経済的支援を一体的に行います。

・妊娠8か月頃の面談と、出生届出後に産婦・新生児訪問で保健師と面談しアンケー
トに回答

・対象となる出産について、他の市区町村から給付金の支給を受けていない

　子育て家庭の経済的負担を軽減するため、1歳までの紙おむつ購入費を助成します。

　乳幼児の安全な外出のため、チャイルドシートの購入費用を助成します。

赤ちゃんが生まれたら



21 産婦・新生児訪問 担当　こども・健康推進課

22 産前・産後ヘルパー派遣 担当　こども・健康推進課

23 産後ケア 担当　こども・健康推進課

対象者 産後1年以内の産婦及び乳児で、産後に心身の不調または育児不安がある方

利用方法

ケア内容

短期入所型の委託先医療機関

　出産後は心身ともに不安定になりやすいものです。お母さんが安心して子育てを始められるよ
うに、心身のケアや育児サポートを行います。

事前申請必要。保健師が詳しい状況をお聞きします。

　保健師等が自宅に伺い、赤ちゃんの身長や体重の計測、母乳・育児・産後の健康状態などの相
談、子育て支援に関する情報提供等を行います。

　産前・産後の家事や育児の支援が必要なご家庭を、ヘルパーが訪問する子育て支援サービスで
す。利用料は無料です。詳しくは４ページをご覧ください。

9

赤ちゃんが生まれたら

不安なく出産を迎えるためにも、早めの申請をお勧めします。

出産前からのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

産後ケア

短期入所型 居宅訪問型

利用日数・回数 7日以内 2回まで

実施場所 委託先医療機関 自宅

利用者負担金
医療機関が定める利用料から2万
円を引いた額

無料

　　産婦さんの身体的ケア・心理的ケア

　　乳房ケア　　　育児（沐浴等）　　　乳の指導、相談等
ケア内容

施設名 住所 電話
1日あたりの

利用料金
利用可能

期間

新津産科婦人科
クリニック

新潟市江南区横越中央7-1-7
025-384-
4103

お問い合わせくだ
さい。

産後1か月まで

さくらマタニティ
ケアホーム

新潟市江南区横越中央7-1-6
025-384-
8603

お問い合わせくだ
さい。

産後1か月まで

あがの市民病院 阿賀野市岡山町13-23
0250-62-
2780

20,000円
別途個室料金有

3,850円～
産後1か月まで



　子どもは阿賀町の宝！

　すこやかな成長を願い、お祝い金を支給します！

24 すこやか成長祝金 担当　こども・健康推進課

支給対象 町に住所を有する、満１歳の子の保護者

支給額 子ども１人あたり30,000円

お手続きは不要です。乳児紙おむつ購入費助成と同じ口座へお振込みします。

25 小学校入学祝金 担当　こども・健康推進課

支給対象 町に住所を有し小学校に入学する子の保護者

支給額 子ども1人あたり30,000円

お手続き 入学式の後で、振込先口座を届け出ていただきます。

26 中学校入学祝金 担当　こども・健康推進課

支給対象 町に住所を有し中小学校に入学する子の保護者

支給額 子ども1人あたり30,000円

お手続き 入学式の後で、振込先口座を届け出ていただきます。

★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。

10

成長をお祝いします

「自分は大切な存在だ」

「生きている価値がある」

「必要とされている」

＝ 「私は、私でいいんだ！」という気持ち

❛自己肯定感❜をもつこと！



27 乳幼児健診 担当　こども・健康推進課

実施場所 阿賀町総合福祉保健センターやまぶきの里

（阿賀町津川664番地）

実施日 対象者へ個別に案内文書をお送りします。

～各健診の内容～

28 虫歯予防　フッ素塗布 担当　こども・健康推進課

　幼児の虫歯予防のため、フッ素塗布を無料で実施しています。

対象 町に住所があるおおむね１歳～４歳の子ども

内容 歯科検診、フッ素塗布、保健指導

年４回まで（おおむね３か月に１回）

料金 無料

持ち物 ・フッ素塗布受診票 ・母子健康手帳

・健康保険証 ・子ども医療費助成受給者証

■町内でフッ素塗布を行っている歯科医院・・・あらかじめ予約が必要です。

　乳幼児健診は、お子さんの健やかな発育状況を確認する大切な機会です。育児相談や、育児に
関する情報提供も行っています。

11

　

成長を応援します

・計測 ・計測 ・計測 ・計測 ・計測

・問診 ・問診 ・問診 ・問診 ・問診

・離乳食指導 ・離乳食指導 ・離乳食指導 ・栄養指導 ・内科健診

・内科検診 ・内科検診 ・内科検診 ・内科健診 ・歯科検診

・保健指導 ・保健指導 ・保健指導 ・歯科検診 ・歯科指導

・歯科指導 ・歯科指導 ・歯科指導 ・歯科指導 ・保健指導

・ブックスタート ・保健指導

４カ月児健診 ７カ月児健診 １０カ月児健診 １歳６か月児健診 ３歳児健診

医療機関名 電話

岡村歯科医院 0254-92-5225

小野里歯科医院 0254-92-0023

倉田歯科医院 0254-92-3039

鈴木歯科医院 0254-92-2226

阿賀町鹿瀬歯科診療所 0254-92-3377

三川インターデンタルクリニック 0254-99-1600

上川歯科診療所 0254-95-2946

委託先以外の歯科医院の

場合、いったん費用を

支払ったあとで、１カ月

以内に申請してください。



29 未熟児養育医療給付 担当　こども・健康推進課

　医師が入院治療を必要と認めた未熟児の医療費の一部を給付します。

対象

自己負担額 所得に応じて異なります。

（自己負担額は、町子ども医療費助成の対象となり、実際の負担はありません。）

申請に必要なもの ・医師の意見書 ・健康保険証

・申請書類は窓口にあります。

・その他必要なものがある場合があります。

30 小児慢性特定疾患医療費給付

対象 次の2つの要件を両方満たす方

（２）対象疾病にかかっており、かつ、認定基準を満たす方

申請窓口 新潟県新潟地域振興局健康福祉部

新潟市秋葉区南町9-33　電話0250-22-5174

申請に必要なもの

　・申請書（県ホームページからダウンロードできます。）

　・小児慢性特定疾病医療意見書

　・健康保険証の写し

　・市町村民税(非)課税証明書

　・住民票（同一の被保険者全員、3カ月以内の交付のもの）

　・マイナンバーのわかるものと本人確認書類

31 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付 担当　こども・健康推進課

　小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方に、用具を給付します。

申請窓口 役場本庁こども・健康推進課

申請に必要なもの

　・申請書類（窓口にあります。） ・用具のパンフレットやカタログ（写し可）

　・用具の見積書 ・医師の意見書が必要な場合があります。

　・小児慢性特定疾患医療受給者証

12

※お子さんの年齢や、加入の健康保険により必要書類が異なります。詳しくは県のホームページ
を確認いただくか申請窓口へお問い合わせください。

出生時の体重が2,000グラム以下または医師が入院養育を必要と認めた未熟児で、
指定医療機関で入院養育を受けた場合

　小児慢性疾病のうち、特定疾病の治療についての医療費の一部又は全部を公費で負担します。

（１）原則として県内に居住している満18歳未満の方
　　　　（認定後は満20歳まで延長可）

成長を応援します
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※対象期間(年齢)に接種した場合、公費で負担します。（自己負担なし）

１期初回：２回

１期追加：１回 ４歳（１期初回終了後おおむね１年後）

２期：１回

初回：１回

追加：１回

初回：３回

追加：１回

初回：3回

追加：１回

■任意接種 費用助成あり

13歳未満：2回 （注意）自己負担額1,100円

13歳以上：1回 町外医療機関は償還払い　※

種類 対象（年齢）　※ 回数 備考

インフルエンザ 0歳以上高校3年生以下の者

4週間以上の間隔で2回
初回接種から20週以上の間隔をおいて3回
目を接種します。

Ｂ型肝炎 生後1歳に至るまでの間にある者 3回

ロタウイルス 生後6週から32週に至るまでの間にある者
ロタテック（3回接種）

ロタリックス（2回接種）

生後２～７か月に至るまで
（注意）開始時期が遅くなると接種回数が
変わります。

初回接種終了後１２～１５か月あけて
（注意）開始時期が遅くなると接種回数が
変わります。

小児肺炎球菌感染症 生後２～６０か月に至るまでの間にある者

中学1年生
ヒトパピローマウイルス
感染症

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する
年度の間にある女子

3回

生後２～７か月に至るまで
（注意）開始時期が遅くなると接種回数が
変わります。

ＢＣＧ（結核）

初回接種終了後７～13か月あけて
（注意）開始時期が遅くなると接種回数が
変わります。

Ｈｉｂ感染症 生後２～６０か月に至るまでの間にある者

１回生後１歳に至るまでの間にある者 生後５～８か月

３歳

初回接種終了後６～１２か月

１２～１５か月

小学４年生

日本脳炎
１期：生後６～９０カ月に至るまでの間にある者

１１歳～１３歳未満の者 １回

水痘 生後１２～３６か月に至るまでの間にある者

２期：９歳以上１３歳未満の者

１歳

保育園年長相当年齢

１回

１回

ＭＲ
（麻しん・風しん）

２期：５歳以上７歳未満で小学校就学前の１年の間にある者

１期：生後１２～２４月に至るための間にある者

担当課
こども・健康推進課

13

■定期接種一覧

　お母さんから赤ちゃんにプレゼントされた、病気に対する抵抗力（免疫）は、生後３か月～１２カ
月には自然に失われていきます。そのため、赤ちゃん自身で免疫をつくり病気を予防する必要があり
ます。これに役立つのが予防接種です。

対象（年齢）　※ 回数 標準的な接種時期等

１期初回：３回四種混合
（ジフテリア・百日ぜ
き・破傷風・ポリオ）

生後３～９０月に至るまでの間にある者
１期追加：１回 １期初回終了後１２～１８か月後

生後３～１２か月の間

種類

二種混合
（ジフテリア・破傷風）

小学６年生

・接種前には、説明書をよく読んできてください。また、予診表は記入漏れ

が無いようにお願いします。

・町診療所の予防接種の日程等は「広報あが」などでお知らせします。

予防接種

※償還払いのお手続き

申請窓口 町こども・健康推進課

必要なもの

・医療機関の領収書

・振込先のわかるもの
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　～２センター共通～

開設日・時間 月～金曜日　午前９時～１１時３０分／午後１時～３時３０分

祝日・年末年始を除く

対象地域 全町

利用料金 無料

14

　入園する前のお子さんと保護者を対象とした、子どもの遊び場、子育て親子の交流の場です。
　保育士が子育ての相談に応じ、子育てに関する情報を提供します。利用料は無料です。

※このほか、感染症流行時や園の行事
前はお休みする場合があります。

担当課
こども・健康推進課子育て支援センター

すくすくひろば

ひまわり保育園内

阿賀町津川100番地

📞0254-92-2583

のびのびひろば

わかば保育園内

阿賀町あが野南4324番地8

📞0254-99-2230
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　ひまわり保育園 阿賀町津川100番地　 電話0254-92-2583

　上条保育園 阿賀町両郷甲3192番地　 電話0254-95-2726 

　わかば保育園 阿賀町あが野南4324番地8 電話0254-99-2230 

■対象 ■利用時間

６カ月～小学校就学前まで 月～金曜日　

■利用料 午前8時～午後5時

・半日保育（4時間以内）

給食なし 　　700円 給食あり　1,000円

・一日保育（4時間超）

給食なし1,200円※ 給食あり　1,500円

※食物アレルギーで給食の提供ができない場合

35 36

・0～5歳程度までのお子さんと保護者

　（祖父母・きょうだい可） 　（町役場鹿瀬支所となり）

・毎月1回　やまぶきの里にて ・津川分館図書室 　📞0254-92-3705

・参加費　親子100円 　（ふるさと交流川屋敷内）

・上川分館図書室 　📞0254-95-2253

　（郷土資料館内）

　お問い合わせ先：阿賀町社会福祉協議会 ・三川分館図書室 　📞0254-99-2253

　　　　　　　　　　　　電話0254-92-3088 　（令和５年11月～三川保健センター内）

☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。

担当課
こども・健康推進課

15

実施施設

内容

　保護者の短時間・継続的な就労や、通院、介護、冠婚葬祭などの際、一時的に家庭で保育で
きないときに利用できます。

　子育て中の方が、気軽に集まり親子で遊べて情
報交換ができる場です。

　子どもたちが大好きな絵本から、話題の
小説、趣味の本などたくさんあります。

（場所と参加費は内容により変更となる場合がありま
す。）

・阿賀町公民館図書室　📞0254-92-3333

一時保育

スキンシップをすると、「幸せホルモン」とよばれるオキシトシンがたくさん分泌されま

す。オキシトシンは「不安が減り、心が安定する」「好奇心が育つ」「学ぶ力が育つ」「ス

トレスに強くなる」など、こどもの幸せにつながる多くの効果があります。

抱っこやスキンシップは、科学的にも効果があると証明される子育てにとても

大切な行為です。

お風呂やスキンケア、添い寝など、日常の中の触れ合える

機会を親子の大切な時間にしていきましょう。

わんぱくキッズサロン 公民館図書室

幸せホルモン

「オキシトシン」
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こんな時！！

　病気の回復期のお子さんをお預かりし、子育て家庭の育児と仕事の両立をお手伝いします。

■利用できるお子さん

　おおむね、2歳～小学校6年生までで、下記のすべてに該当するお子さん

　・病気の回復期であり、受診先で「医師連絡票」の発行を受けている

　・保護者が仕事などで保育できない

　・町に住所がある児童、または保護者の勤務先が阿賀町内にある児童

場所 町営診療所みかわ内　阿賀町あが野南4324番地

時間 月～金曜日 午前8時～午後6時まで

料金 町民　1日1,000円 町内に勤務する町外の方　1日2,000円

予約・お問い合わせ先 阿賀町病後児保育室　📞070-4506-5678　または　📞070-4506-5677

■利用の流れ

　無理せず、お子さんがゆったりと過ご
せる場所…それが病後児保育室です！

　お子さんのペースに合わせて、体力が
回復し、元気に集団生活に戻れるよう
お手伝いします。

担当課
こども・健康推進課
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病後児保育室

熱は下がったけどまだ

だるそう｡｡｡

咳や鼻水だけだけど、

お友達にうつるかな｡｡｡

まだ本調子じゃないから

無理させたくない。

でも仕事休めないし｡｡｡

もう１日保育園、学校を休ませたい。

でも仕事に行かないと｡｡｡

病み上がりで登園すると、別の風邪をも

らってこないか心配｡｡｡

★利用の目安★

・解熱剤なしで体温38℃以下

・脱水症状がない

・水分、食事が摂れる

・咳、喘息による呼吸困難がない

・嘔吐、激しい下痢症状がない
(感染症の回復期はご相談ください。）

こんな「困った」ありませんか？

Step1　事前の利用登録

年1回「病後児保育登録申請書」を提出して下さい。年度末まで有効です。

Step2　お子さんが病気になったら

受診し、かかりつけ医に「医師連絡票」を発行してもらいます。

Step3　利用予約

病後児保育室へ電話で予約。当日でもかまいません。

電話でお子さんの症状をお聞きし、持ち物などお伝えします。

Step4　利用当日

「病後児利用申込書」「医師連絡票」を提出してください。



保護者向けの各種子育て支援プログラムを実施しています。

開催時期は、チラシやテレビ電話などでお知らせします。

38 親子の絆つくりプログラム　　BＰプログラム

39 ＮＰプログラム「完璧な親なんていない！」

40 ペアレントトレーニング ティータイムもあります。

・全６回シリーズ ・受講料は無料です。

41 各種子育て支援教室

ベビーマッサージ

・全４回シリーズ　　　・参加費は無料です。
・お母さんと赤ちゃんが一緒参加する「参加者中心型」のプログラムです。　同じように悩み苦
労しているママ同士が集まりお互いに共感し合い、育児について困ったことを気兼ねなく聞いた
り教え合ったりできるよう、お手伝いします。

・全6回シリーズ　　・参加費は無料です。
・子育て中の人たちと、お互いの悩みや関心のあることを話
し合いながら、自分にあった子育ての仕方を学びます。
　参加者ひとり一人の価値観を尊重し、安心できる場を提供
し、講座が終了したあとも、参加者同士が子育て仲間として
つながっていくようお手伝いします。

・子どもの具体的な行動の観察の仕方、ほめるコツや効果的
な指示の出し方を学んでいきます。親子間での悪循環を解消
し、楽に楽しく子育てに取り組めるようにしていきましょ
う。

担当課
こども・健康推進課

17

　お子さんとのふれあいや、母親同士の交流のなかで、心身共にリフレッシュでき、「子育てっ
て楽しい！」と感じられる教室を目指しています。

産後・親子ヨガ 抱っこdeダンス

子育て支援教室・各種講座

託児ルームを用意

していますので、

ゆったりと参加い

ただけます。
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　放課後に保護者のいない家庭の児童を対象に開設しています。

対象

開設日 毎週月曜～土曜(祝日・お盆・年末年始を除く)ただし、土曜日は予約が必要です。

開設時間 月曜～金曜：下校時間から午後6時30分まで

土曜及び学校長期休業日：午前8時から午後6時30分まで

学校行事により変更になる場合があります。

負担金

★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。

町内に在住する小学校1年生から6年生までの児童で、その保護者が就労等で放課後
の時間帯にいない家庭の児童

担当課
社会教育課

18

クラブ名 実施場所 対象学校区

つがわ児童クラブ 津川小学校内（2階） 津川小学校

かみかわ児童クラブ 阿賀町役場上川支所内（2階） 上川小学校

みかわ児童クラブ 三川保健センター内（1階） 三川小学校

放課後児童クラブ

利用区分 利用区分

月曜～土曜（8月を除く） 8月

日額250円

長期休業期間　日額350円

（春休み・夏休み・冬休み）

12日以上 月額4,000円 月額6,000円

11日以内

月の利用日数

日額350円

みなさんは、電子メディア(スマホ・テレビ・ゲーム・タブレット等)をどれくらい

使っていますか？大人にとっては、便利な道具ですが、子どもの脳への影響やネット

依存など問題点があります！

家族や友達と、実際に体験し、五感を使い、心を通わせる経験は、脳や心の

成長発達にとても重要です。電子メディアの時間を短くして現実の世界を楽

しみましょう！

電子メディアは、子どもの成長に悪影響？！使い過ぎに要注意！

●生活への影響 ●こころへの影響 ●からだへの影響

・眠れない ・睡眠不足 ・興奮と落ち着きがコントロールできない。 ・視力低下

・朝、起きられない。 ・姿勢のゆがみ、頭痛、めまい

・外で遊ばなくなる⇒

　　　　　筋力低下、体力低下

・脳が発達せず、記憶力、考える、人を思いや
る、我慢する、挑戦する、集中する、力が育た
ない。

成長・発達への影響

・ブルーライトにより体内時計の
リズムが狂う。
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阿賀町津川100番地

📞0254-92-2572

〈定員120人〉

阿賀町両郷甲3192番地

📞0254-95-2726

〈定員60人〉

阿賀町あが野南４３２４番地8

📞0254-99-2230

〈定員120人〉

■対象年齢 生後6か月から小学校入学前まで

■保育時間 月～金曜日と第1.3.5土曜日 午前7：30～午後6：30

標準時間認定(11時間保育)午前7：30～午後6：30

短時間認定(8時間保育)午前8：00～午後4：00

■保育料 3歳児クラス以上は無償。 0～2歳児クラスは保育時間と保護者の住民税額により決定。

■入園児募集 新年度入園は前年１１月ごろ開始

■申し込みに必要な書類 ・申請書　　 ・マイナンバーのわかるもの（申請者、配偶者、入園児）

・本人確認書類（申請者）

・保育が必要なことを証明するもの

（就労証明書、診断書、ハローワークカードの写し　など）

担当課
こども・健康推進課
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上条保育園

阿賀町の保育園
保育料減免に同時通園要件なし

第２子：半額 第３子：無償

通園バスが

全地域無料

所得に関係なく

副食費無償

わかば保育園

ひまわり保育園



44 言葉の相談会 担当　こども・健康推進課

対象 概ね3歳以上の幼児

（小学生の受け付け可・要相談）

相談員 大学教授（言語聴覚士）

内容 個別相談・完全予約制　1回30～60分

訓練内容により、医療機関等を紹介する場合があります。

無料ですが、教材代をご負担いただく場合があります。

場所 役場本庁またはやまぶきの里

45 こどもの発達・子育て相談会 担当　こども・健康推進課

　
対象 18歳までの子ども、保護者、家族

相談員 大学教授（臨床心理士・公認心理師）

内容 個別相談・1人1時間程度・完全予約制

開催日時 年6回程度開催。案内チラシを学校等を通じ配付します。

場所 阿賀町公民館

　子どもの発達や心理面の相談及び子どもとの関わり方についての相談会です。保護者の方だけ
でなく、学校のこと、勉強のこと、友達関係のこと等で悩むお子さん自身からの相談もお受けし
ます。
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　お子さんのことばの発達状況に応じて、遊びや家庭生活を通してできることや、聞き取り・発
音の指導を行います。

発達に関する相談会・教室

気になること、心配なこ

とはひとりで抱えず早め

に相談しましょう！

集団生活に適応できない

発育・発達が気になる ・友達とうまく関われない、遊べない

・全体的に発達がゆっくり ・人の気持ちや空気が読めずトラブルになる

・視線が合わない ・パニックを起こしやすい

・1人遊びが多い ・不安や緊張が強く、不安定になりやすい

・言葉が出ない、遅い ・集団行動が苦手　　

・人見知りが強い　　 　　など

　　など

学校生活のこと

・文字の読み書きが難しい

癖や行動が気になる ・勉強がわからない

・こだわりが強い ・友達関係がうまくいかない

・指示が入らない ・登校しぶり、不登校　　

・不器用 　　など

・興味の対象がコロコロ変わる

・多動、注意散漫、不注意

・癇癪 子育てのこと

・乱暴な言動や衝動的な行動が目立つ ・子どもとどのように関わっていいのかわからない

・嘘をつき、友達や家族を困らせる ・ついイライラして怒ってしまう

・気分の浮き沈みが激しい、不安になりやすい　　 ・不安になりやすい　　

　　など 　　など

こんなことありませんか？

こんなお子さんのための

相談会です。

★ことばが遅い

ことばの数が少ない

ことばがつながらない

ことばの理解が難しい

ことばでの指示がわからない

★正しく発音できない

 例 さかな⇒タカナ

 かさ⇒カチャ

★幼児語(赤ちゃんことば)

が抜けない

★なめらかに話せない



46 感覚統合相談会 担当　こども・健康推進課

47 療育教室「にこにこ教室」 担当　こども・健康推進課

①自己肯定感UP（生きる力・源） 　　　②集団・社会参加への安心感UP

　ママ（パパ）のこと大好き！ ママ（パパ）と遊んで楽しかった！

　ママ（パパ）も私のことが大好き！ お友だちと遊ぶって楽しいな！

　大事にされてうれしい！

③気持ちの発散・自己表現力UP 　　　④自信・やる気・チャレンジ精神UP

　「悔しい」「困った」「助けてほしいな・・・」 できた！うれしい！次も頑張るぞ！

　自分の気持ちを伝えていいんだ！表現してもいいんだ！私ってすごい(自信UP）！

21

にこにこ教室のねらい

　発達に凸凹がある幼児・学童に対し、日常生活に必要な動作や社会に適応する力をつけるた
め、作業療法士がお子さんと保護者に感覚統合理論に基づいた指導を実施します。

　発達に不安を感じている就学前のお子さんと保護者を対象にした教室です。親子遊び、小集団
活動を通して成長を促すとともに、保育士や保健師が必要に応じて育児をサポートします。

　にこにこ教室では、小集団の中で、遊びを通してひとりひとりに合っ
た支援を行い、苦手なことや困り感を軽減し、その子らしさを引き出し
ていく中で、意欲や自信を育てます。

発達に関する相談会・教室

★お子さんのことで気になること、困っていることはありませんか？

・よく動き、少しの間もじっとしていられない ・視線が合いにくい・指示が入りにくい

・ことばは出ているが、会話にならない ・周囲のことは気にならず、一人遊びが多い

・マイペースで、他の子どもにあまり関心がない ・人見知りが強い、かんしゃくを起こしやすい

・友達とのトラブルが多い ・不安が強い

・決まった動作、順序、遊びなどを繰り返したり、こだわりが強い



48 就学時健康診断 担当　学校教育課

対象 翌年の4月に小学校へ入学するお子さん

時期 10月

内容

49 入学通知 担当　学校教育課

50 就学に関する相談 担当　学校教育課

 問い合わせ先 町教育委員会学校教育課　　電話0254－92－2561（役場鹿瀬支所２階）

●津川小学校 ●上川小学校 ●三川小学校

　阿賀町津川3234番地 　阿賀町両郷乙1552番地 　阿賀町白崎2500番地1

　 　TEL　0254-92-2042 　TEL　0254-95-2353 　TEL　0254-99-2605

●阿賀津川中学校 ●三川中学校

　阿賀町津川260番地 　阿賀町白崎2500番地1

　TEL　0254-92-2117 　TEL　0254-99-2079

★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。☆。。★。。

　就学にあたり心配なことがある、学校の様子を聞いてみたいなど、ご相談をお受けします。

　町立小中学校へ入学されるお子さんの保護者へ、入学する年の1月に入学通知書を送付し、入
学する学校や入学期日をお知らせします。その後に、各学校ごとに入学説明会が開催されます。

　学校保健安全法に基づき、翌年の4月に小学校へ入学するお子さんを対象として、町が実施し
ます。

内科・歯科検診、眼科・耳鼻科健診、視力検査聴覚検
査、知的発達スクリーニング検査

22

教育 入学までのながれ

阿賀町の小・中学校

「子育て四訓」をご存知ですか？

乳児期、幼児期、少年期、青年期のそ

れぞれの発達段階で、親(大人)がどの程

度の距離感で接するのが理想的なのかが

上手く表現されています。

子育てでは、子どもの成長に合わせて適切な距離をとりながら、子どもの自然な自立を促す

ことはとても重要なことです。心配だからといっていつまでも手を離せずにいると、子どもが

いつまでたっても自分の力で歩くことができません。逆に、親への信頼感が育たないまま、手

を離し、目を離し、心を離してしまっては、子どもはいつまでも自立できません。

子育てにな悩んだとき、「子育て四訓」を思い出してみてください。そして、今一度子ども

との距離を見直してみましょう。「親が子どもを信じること」と「親が自分を信じてくれるこ

と」で、子どもたちは、自分で考えて進む方向を決めて、自分の力で進み、転んでもまた起き

上がって走り出すことができるはずです。



51 学校給食費の完全無償化 担当　学校教育課

52 就学援助制度 担当　学校教育課

対象

援助内容 ・学用品費 ・通学用品費 ・新入学用品費 ・校外活動費

・児童・生徒会費 ・ＰＴＡ会費 ・修学旅行費 ・卒業アルバム代

・オンライン学習通信費

53 特別支援教育就学奨励制度 担当　学校教育課

対象

援助内容 ・学用品費 ・新入学用品費 ・校外活動費

・修学旅行費 ・通学用品費 ・オンライン学習通信費

54 県立特別支援学校通学バス 　担当　学校教育課

　町外の特別支援学校へ通うための通学バスを運行しています。

　利用は無料です。

　小学部から高等部まで対象です。

　・五泉特別支援学校、村松分校

　・駒林特別支援学校

55 就学金貸付制度（高等学校・専修学校・大学等） 　担当　学校教育課

　向学心のある学生・生徒を応援するため、就学金貸付制度を設けています。

対象 町内に住所を有する方の子で、高等学校、専修学校、大学等に在学する方

貸付額 ・高等学校：月15,000円まで

・専修学校・大学等：月30,000円まで

　地元の食材を取り入れたおいしい給食を
無償で提供しています。
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　経済的な理由により就学が困難と認められる小・中学生の保護者に対し、教育費用の一部を援
助する就学援助制度を設けています。

　町内に住所を有し、小・中学校に就学するお子さんのいる世帯で、町の定める認定
要件に該当する方で、援助を希望する保護者の方

　特別支援学級に在籍するお子さんの保護者の方の負担軽減を図るため、教育費用の一部を所得
に応じて支給する特別支援教育就学奨励制度を設けています。

阿賀町の特別支援学級に在籍しているお子さん
（就学援助費を受給しているお子さんを除く）

学校生活を応援します

給食費完全無償！

利用者負担なし！



56 児童扶養手当 担当　こども・健康推進課

　ひとり親家庭の父母または養育者（祖父母など）に支給される手当です。

対象 ・母子父子家庭や父または母に重度の障がいのある家庭

・父母にかわって児童を養育している方

所得要件があります。

受給期間 申請した翌月から児童が18歳になった年度の3月まで

（児童に一定以上の障がいがある場合は、20歳まで）

支給額

　令和5年4月現在

57 ひとり親家庭等医療費助成 担当　こども・健康推進課

　ひとり親家庭等の父母または養育者（祖父母等）の方の医療費の一部を助成します。

　所得制限があります。

対象 ひとり親家庭の父または母と子ども、養育者と養育する子ども

父または母に一定の障がいのある場合、子どもを監護する父または母と子ども

助成期間 申請した月の翌月から子どもが18歳になった年度の3月まで

助成内容 一部負担金を差し引いた額を助成

一部負担金

通院：530円/回　（１か月のうち同じ医療機関４回まで。５回目以降は無料）

入院：1,200円/日

子どもの場合、一部負担金を子ども医療費で助成するため自己負担はありません。

58 母子父子寡婦福祉資金貸付金

母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦等(貸付には審査があります)

貸付金の種類 　修学資金、事業開始資金、技能習得資金、就職支度資金、生活資金など

相談窓口 新潟県新潟地域振興局健康福祉部総務福祉課　企画福祉担当

新潟市秋葉区南町9-33　電話0250-22-5173

ひとり親家庭及び寡婦の方の経済的な自立をお手伝いするとともに、扶養しているお子さんの福
祉の増進を図るため、福祉資金の貸付を行っています。

※貸付金の種類、限度額、返済期間、利率等は県のホームページを確認または相談窓口へお問い
合わせください。

申請を受け付けてから貸付金の交付まで通常１～２か月以上かかります。貸付を希望される方は
お早めにご相談ください（来所される場合は事前にご連絡ください。）
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貸付金を利用できる方

ひとり親家庭へのサポート

令和５年4月現在

区分 基本額 第2子加算額 第3子以降加算額

全部支給 44,140円 10,420円 6,250円

44,130円 10,410円 6,240円

～10,410円 ～5,210円 ～3,130円
一部支給



59 身体障害者手帳 担当　福祉介護課

対象

手続き 新潟県または新潟市の指定医が作成した診断書、写真が必要です。

60 療育手帳 担当　福祉介護課

対象 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害と判定された方

手続き

61 精神障害者保健福祉手帳 担当　こども・健康推進課

　障がい等級により自動車税及び公共施設の減免や各種税の控除を受けることができます。

対象

手続き 医師の診断書（所定様式）が必要です。

62 特別児童扶養手当 担当　福祉介護課

対象

手続き 医師の診断書（所定様式）が必要です。

63 障害児福祉手当 担当　福祉介護課

手続き 医師の診断書（所定様式）が必要です。
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　重度の障がい状態にあることにより、日常生活において常時介護が必要な児童（20歳未満）
に対して支給する手当です。所得制限があります。在宅が条件で、施設入所の場合は支給されま
せん。

身体障害者手帳は、障がいの程度に応じて交付されるもので、障がいの種類や程度に応じて各種
福祉サービスを受けることができます。
 障がいの種類と程度により1級から6級まであります。

視覚、聴覚、音声・言語機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能等に永
続すると認められる障がいのある方

療育手帳は、知的障がいのある方に交付されるもので、障がいの程度に応じて各種福祉サービス
を受けることができます。

写真を添えて申請後、児童相談所または知的障害者更生相談所の面接判定を受けてい
ただきます。

　中重度の精神または身体に障がいを持つ児童を養育している人に対し、その負担を軽減し児童
の福祉の増進を図ることを目的に支給されます。

中重度の精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を養育している人。ただ
し、児童が障がいを支給事由とする年金を受けることができるときや、児童福祉施設
に入所している場合は、手当は支給されません。

精神障がいのために長期にわたって日常生活や社会生活への制約があると認められた
人

障がいのあるお子さんへのサポート



64 重度心身障害者医療費助成 担当　福祉介護課

65 自立支援医療（育成医療）給付 担当　こども・健康推進課

原則治療費の1割ですが、世帯の所得に応じた負担上限月額が設定されます。

手続き 治療開始前に申請してください。

医師の診断書（所定様式）が必要です。

66 自立支援医療(精神障害者通院医療)給付 担当　こども・健康推進課

　精神に関する病気の通院医療費の自己負担額が１０％になる制度です。

自己負担 原則医療費の1割負担ですが、世帯の所得に応じた負担上限月額が設定されます。

自己負担分は子ども医療費助成で助成しますので、実際の負担はありません。

手続き 医師の診断書（所定様式）が必要です。

67 精神障害者の医療費助成 担当　こども・健康推進課

　精神障がいの治療にかかる医療費と、通院に要する費用を助成します。

対象 精神保健及び精神障害者福祉法でいう精神障がい者のうちの入院及び通院患者

助成内容 通院：個人負担の全額 入院：一部負担金の3分の2以内の額

自己負担分は子ども医療費助成で助成しますので、実際の負担はありません。

68 日常生活用具の給付 担当　福祉介護課

対象 身体障害者手帳又は療育手帳所持者、障害者総合支援法の対象となる難病患者

障がいの内容により支給される用具が定められています。

給付用具 特殊寝台、特殊マット、特殊便器、入浴補助用具、ストマ用具、人工咽頭 ほか

手続き 医師の意見書、業者の見積書が必要です。

負担額
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自己負担

　身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患があ
る児童（18歳未満）で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に治療効果が期
待できるものに対して、医療費の一部を助成します。給付以外は子ども医療費助成で助成します
ので、実際の自己負担はありません。

　在宅の障害児・者の日常生活をスムーズにするため、障がいの内容等により日常生活用具を給
付します。 用具によっては施設等に入院、入所している場合でも給付の対象となります。

　身体障害者手帳（１～３級）又は療育手帳（Ａ）の交付、精神障害者保健福祉手帳1級を受け
た子どもの通院及び入院医療費の自己負担額から、一部負担金を差し引いた額を助成します。　
また、その一部負担金は、子ども医療費助成で助成しますので、実際の自己負担はありません。
　お手続きについては手帳交付時の該当となる方にご案内します。

原則、日常生活用具価格の1割が利用者負担額となりますが、世帯の所得状況に応じ
て月額負担上限額が設定されます。ただし、日常生活用具にはそれぞれの基準額があ
り、その基準額を超える額は利用者負担となります。なお、世帯に町民税所得割額が
４６万円以上の方がいる場合、給付対象外となります。

障がいのあるお子さんへのサポート



69 生活困窮者自立支援制度

　仕事がみつからない

　家賃が払えない

　住むところがない

　家族のことで悩んでいる 問合せ先　

　将来が不安 新潟県パーソナル・サポート・センター

　病気で働けない など 電話０２５－２５０－５１６０

新潟市中央区新光町6-2

★ひとりで悩まず、まずはご相談ください。 勤労福祉会館４階

月～金曜日（祝日、年末年始は休み）

午前9時～午後5時

70 生活福祉資金貸付事業

　就職に必要な知識・技術等の習得費用 問合せ先　阿賀町社会福祉協議会

　高校、大学等への就学費用 電話０２５４－９２－３０８８

　介護サービスを受けるための費用　など

71 小口資金貸付事業

問合せ先　阿賀町社会福祉協議会 電話０２５４－９２－３０８８

72

■ 町内の医療機関（小児科） ■ 夜間・休日診療（小児科）

新潟県立津川病院　 五泉市東蒲原郡医師会　夜間診療所

　電話0254-92-3311 　　　　　　　　　　　休日診療(当番制)

鹿瀬診療所〈第２・第４水曜日の午後〉　 　電話0250-25-7878

　電話0254-92-2219

町営診療所みかわ〈火曜日午後〉　

　電話0254-99-5155

　様々な理由で困りごとを抱え経済的に困窮している方に対して、ご本人の状況に応じた支援を
行います。生活保護のような現金給付ではなく、自立に向けた人的な支援が中心となっている制
度です。

　低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、在宅福祉及び社会参加の促進
を目的とした貸付制度です。それぞれの世帯の状況に合わせた資金の貸し付けを行います。

　緊急かつ一時的に生活が困窮している世帯を対象として、資金の貸付と必要な相談支援を行う
ことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする貸付制度です。
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生活支援

阿賀町の方は、
「新潟県パーソナル・サポート・センター」
　　　　　　　　　　　　　　　　が相談窓口です。

医療機関(小児科)

受付時間等の詳細は各医療機

関へお問い合わせください。



メ モ ✏



　　https://www.town.aga.niigata.jp

担当課・問合先 連絡先

0254-92-5762

Email : kodomo@town.aga.lg.jp

阿賀町町民生活課 1階２番窓口 0254-92-5761

阿賀町福祉介護課 １階６番窓口 0254-92-5763

阿賀町教育委員会
学校教育課

阿賀町鹿瀬８９３１番地1
阿賀町役場鹿瀬支所

２階 0254-92-2561

阿賀町教育委員会
社会教育課

阿賀町鹿瀬8931番地1
阿賀町公民館内

１階 0254-92-3333

新潟県新潟地域振興局
健康福祉部　総務福祉課

0250-22-5173

新潟県新潟地域振興局
健康福祉部　地域保健課

0250-22-5174

阿賀町社会福祉協議会 0254-92-3088

新潟県パーソナル・サポー
ト・センター

025-250-5160

住所

新潟市秋葉区南町９番地３３

新潟市中央区新光町６番地２
勤労福祉会館４階

阿賀町こども・健康推進課

阿賀町津川580番地　
阿賀町役場本庁

1階４番窓口

阿賀町津川６６４番地
やまぶきの里内

阿賀町子育て支援ガイドブック

発行 阿賀町こども・健康推進課 令和５年作成

関係機関一覧

阿賀町役場website


